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【巻頭言】 

いま根源的な安全保障が問われている   

共同代表 君島東彦 

 

 新型コロナウイルス・パンデミックで世

界全体が覆われているいま、我々の根源的

な安全保障が問われている。 

 

安全保障とは何か 

 

 安全保障＝security という言葉は、現在

ではまず第一に、国家安全保障（national 

security）、つまり軍事力による国防とい

う意味を連想させるが、security という言

葉がそのような意味でよく使われるよう

になったのは実は第2次世界大戦後のこと

である。Security という言葉はもともと不

安、心配がないことを意味し、社会保障＝

social security のような意味で使うこと

が多かった。第2次世界大戦後、冷戦期に、

軍事的な意味で使う傾向を強めたのであ

る。 

 

 このような security の来歴を考えるな

らば、1990 年代、米ソの軍事的対決が弱ま

った時点で、「安全保障の非軍事化」という

現象があらわれたのは、なかば当然という

べきであろう。1994 年に開発援助機関であ

る国連開発計画が『人間開発報告書 1994』

の中で、人間安全保障（human security）

の考え方を打ち出したのが大きな転換点

となった。この現象は、当時、「安全保障観

の転換」と理解されたが、これはむしろ「安

全保障＝security の原点への回帰、先祖返

り」というべきなのであろう。 

 

 安全保障とは、我々はどんな原因、理由

で死ぬのか、我々の死をもたらす原因、理

由をどのように減少させるのか、という問

題である。いまの日本において外国軍の攻

撃によって我々が死ぬリスクはどのくら

い高いだろうか。我々は、北朝鮮あるいは

中国のミサイル攻撃によって死ぬリスク、

交通事故で死ぬリスク、癌、心臓病、脳梗

塞等の疾病によって死ぬリスク等をリア

ルに客観的に認識する必要がある。これら

のリスクに備えることが安全保障である。 

 

核心的安全保障問題としての感染症 

 

1994 年に人間安全保障（human security）

の考え方を打ち出した国連開発計画は、開

発援助機関であるので、途上国の状況をい

かに改善するかというところに関心があ

り、人間安全保障の名のもとに、とりわけ

途上国において脅かされている（１）経済・

雇用、（２）食糧（必要な栄養・カロリーの

摂取）、（３）健康（衛生水準、医療サービ

ス）、（４）環境、（５）個人の身体の安全、

（６）地域社会の安全、そして（７）政治

的自由等々を保障することをめざした。途

上国においてはこれらの不十分さゆえに、

人々が死んでいくということである。人間

安全保障の問題はとりわけ途上国におい

て切実であるが、先進国の人々の安全保障、

先進国から途上国への援助・支援も含めて、

世界全体の課題である。『人間開発報告書

1994』は、人々の安全を保障するために、
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世界全体での軍事費の縮小と社会保障費

の拡大を主張した。 

 

 人間安全保障の重要な側面、「健康安全

保障」の一環として、感染症のリスクにど

う対処するかというテーマが含まれてい

る。新型コロナウイルス・パンデミックに

対処して、人々の命を守ることは、まさに

安全保障の核心的問題である。感染症のリ

スクから国民の命を守ることは国家のも

っとも重要な任務・責任である。いまの日

本国家（国会と政府）が新型コロナウイル

ス感染症による死者をいかに最小限に抑

えられるか、問われている。政府の政策の

失敗（不作為）による死者は人災による死

というべきであろう。この問題と日本国憲

法に緊急事態条項を付け加える憲法改正

とはまったく関係がない。いまの日本国憲

法体制のもとで国会、政府、地方自治体は

感染症対策を充分に取りうるのであって、

この状況を奇貨とする改憲論は火事場泥

棒である。 

 

軍は感染症に勝てるのか 

 

 感染症を引き起こすウイルスは、人と人

との接触、あるいはモノに付着してそれを

媒介として拡散し、それによって感染症が

広がっていく。人と人との密集度が高いほ

ど感染する。人の密集度がもっとも高い組

織の１つが軍隊である。軍隊はウイルス感

染症にもっとも脆弱な組織である。いまか

ら100年前に空前のパンデミックとなった

スペイン・インフルエンザのことがいま注

目されているが、スペイン・インフルエン

ザは 1918 年 3 月に米国カンザス州ファン

ストン陸軍基地で最初の感染者があらわ

れ、世界中に伝播し、その後３年間にわた

って世界中で流行して、世界全体で５億人

の感染者、2500 万人から 4500 万人の死者

を出した。日本軍を含めて世界中の軍隊が

大きな影響を受けた。 

 

今回の新型コロナウイルスも当然に軍隊

を襲った。この３月、米国海軍の原子力空

母セオドア・ルーズヴェルトにおいてコロ

ナウイルス感染症の集団感染が起き、4900

人ほどの乗組員のうち 1000 人以上が感染

し、死者も出た。現在、空母セオドア・ル

ーズヴェルトはグアムに停泊中であるが、

5 月に入って再び５人の乗組員の感染が確

認されたところで、コロナウイルス・パン

デミックのなか、空母を通常の洋上展開の

態勢に復帰させることの困難さが明らか

になっている。空母セオドア・ルーズヴェ

ルトの集団感染はほんの一例であって、世

界中の軍隊、とりわけ海軍の艦船において

ウイルス感染が起きており、軍の行動は厳

しい制約のもとにあると思われる。 

 

人命を奪う軍隊、人命を救う軍隊 

 

 軍隊とウイルス感染症について考える

とき、今回の新型ウイルス感染症の「震源

地」、武漢における医療活動を支援した人

民解放軍に関するニュースが想起される。

２月に、人民解放軍が武漢に医療チームを

派遣して、「感染症に対する人民戦争」に参
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加したというニュースが流れた。いま我々

は、感染症の流行、大震災、津波等の（戦

争でない）緊急事態━━人命が失われる危

険が高い危機的状況━━において、軍隊あ

るいは自衛隊の役割・任務は何であるのか

を再確認・明確化しておく必要があるだろ

う。 

 

 軍隊は人命を奪うこともあるし、人命を

救うこともある両義的な組織である。軍隊

は世界中で昔から災害救援に派遣されて

きた。それはもっとも過酷な状況において

活動する組織だからである。軍隊の任務と

いうと敵を打倒することがまず第一に連

想されるが（孫子がいうように、武力に訴

えずに戦わずして勝つ方がよいのである

が）、英国の国際政治学者メアリー・カルド

ーはここ 10 年来、人間安全保障の考え方

による軍の変革を主張しており、彼女は軍

の主たる任務を「敵の打倒から住民の保護

へ」変えることを提唱している。彼女はと

りわけ紛争地におけるPKO活動のような場

面において軍は警察に近づくべきだと言

う。彼女の主張は、換言すれば、軍隊の人

命を奪う側面を縮小し、人命を救う側面を

拡大するということである。この方向性を

より徹底させると、人命を奪う側面を完全

に否定して、人命を救う側面に特化する非

暴力平和隊のようなNGOになる。メアリー・

カルドーの主張は、日本国憲法の平和主義

に接近するものである。我々は彼女たちの

研究動向・理論動向を注視し、連携を模索

したいと思う。 

 

生命権・生存権保障が問われている 

 

 国家は人々の人権を保障するために存

在している。国家の目的は人権の保障であ

る。これはアメリカ独立宣言やフランス人

権宣言が述べるところであり、近代憲法の

核心中の核心である。現在の日本国家が保

障すべき人権は日本国憲法第３章に列挙

されている（我々はここに列挙されていな

い人権も持っているのであるが、この問題

はここでは省略する）。日本国憲法第３章

に列挙されている人権の中で、いまもっと

も重要なのは、13条が規定する生命権と25

条が規定する生存権であろう。日本国家は

人々の生命権＝いのちと生存権＝生きる

権利を保障する責務を負っている。国会と

政府はそのための立法措置、予算措置をと

る責任がある。いま政府がとっている新型

コロナウイルス感染症対策、および政府が

約束している財政支出は、人々の生命権＝

いのちと生存権＝生きる権利を保障すべ

き日本国家の責務に照らして、充分かどう

かが問われる。感染症の治療のための医療

体制は充分なのかどうか。感染防止のため

に営業を自粛している人々の生存を保障

するのに充分なのかどうか。 

 

新型コロナウイルス感染症を封じ込める

ために、世界の多くの国では厳しい外出制

限をしている。それにともなって飲食業等

は営業できず、彼らが生計を維持すること

が困難になっている。また多くの国で失業

者が増えている。このように不可抗力的に

生計維持が困難になる人々の生命権・生存
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権を保障しなければならない現在、ユニバ

ーサル・ベーシック・インカム（universal 

basic income、UBI）の考え方が世界各国で

リアリティ、説得力を増している。ベーシ

ック・インカムとは、国家がすべての国民

に対して最低限の生活を保障する現金を

定期的に給付するという政策である。この

政策にはさまざまなバリエーションがあ

るが、多種多様の社会保障的給付（失業保

険、生活保護等）や減税措置をなくしてベ

ーシック・インカムに一本化し、行政事務

も合理化するという主張がなされること

もある。ヨーロッパ諸国ではベーシック・

インカム導入論が活発であるが、４月中に

公明党、自民党、首相官邸の間で揉めた末

に決まった「国民１人あたり一律 10 万円

給付」という政策は、「ベーシック・インカ

ムの萌芽的形態」と見ることも可能であろ

う。日本国憲法 25 条が規定する生存権保

障の１つのかたちとしてベーシック・イン

カムがありうるという議論もなされてい

る。 

 

 世界全体における新型コロナウイルス

感染症による死者を見ると、それぞれの国

の中にある不平等、格差の構造が浮き彫り

になっている。多くの国において、感染症

による死者は、貧困層、社会的弱者の人々

が多いのである。世界全体の中でとりわけ

脆弱な人々の生命権＝いのちと生存権＝

生きる権利の保障を重視するのが人間安

全保障の考え方である。新型コロナウイル

ス・パンデミックの中で、この人間安全保

障をいかに実現するかが問われている。 

 

 

 

冬季カンパありがとうございました。6 月

16 日現在、合計 39 名・団体、281,000 円の

方々からカンパを頂きました。 

ありがとうございます。（順不同・敬称略） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

大島 みどり 鬼塚賀津子 黒岩海映 

柳沢 徳次  鞍田 東 清原 雅彦 

日置 祥隆 青木 護 青木 そのみ 

木村 護郎クリストフ 川辺 希和子 

武井 陽一・めぐみ 和田 順義  

高柳 博一 中村 健 川島 健次 

野島 大輔 政池 節子 俵 恭子 

酒井 良治 柳沼 清正 本東 宏 

中井 奉文 遠峰 喜代子 塩見 幸子 

中村 雄介 武井 陽一・めぐみ（2 回目） 

大石 裕子 高瀬 紀子 森島 久恵 

安藤 博 大畑 豊 大橋 祐治 

清水喜朗 小宮純子 柳沢 徳次（2 回目） 

市川カトリック教会 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 



予算 2019年度決算

暫定実績 備考

参加費

会費 600,000 521,000 会費未達でした
カンパ 400,000 535,000 カンパ大幅達成、感謝
雑収入 12

経常収入計 1,000,000 1,056,012

発送配達費 120,000 144,851 注1
給料手当 240,000 240,000
事務所賃貸料 120,000 120,000
振込料 12,000 17,777
事務費 60,000 38,991 注2
旅費交通費 50,000 0 活動支援費へ付替え
通信費 10,000 3,925
雑費 7,000 1,410
広報費 140,000 100,443 注3:翻訳発生せず
活動支援費 530,000 424,376 注4:未清算分あり
会場費 20,000 0
講師費用 40,000 0

経常支出計 1,349,000 1,091,773

当期経常収支過不足-349,000 -35,761
前期繰越剰余 -24,885 329,115
今期経常繰越剰余金-373,885 293,354
特別収支
前記残高 1,577,310 1,577,310
今期支出 240,000 240,000 注5

特別収支残高 1,337,310 1,337,310

未払金 119,640

残高合計 963,425 1,750,304

6

注1：発送費11,000Ⅹ4、印刷費20,000ｘ4,印刷は日本工業社へ発注、過年度分未払い含む

NPJ　2019年予算・実績

項目

注5．沖縄支援費へ支出（大畑活動費）

注2：会計システム使用料　3,000/月：これまで無料で会計事務所のシステムを利用。
2018～2019年で支払い

注3:ウエブ管理費54,000、翻訳費90,000

注4．NARPI支援費30,000、NP支援60,000、地域活動支援50,000、沖縄支援費340,000
　　　沖縄支援費内訳：大畑航空費（沖縄―東京）25,000Ⅹ4、大畑レンタカー20,000ｘ12
　沖縄支援費旅費交通費より振替50,000



項目 2019年度 2020年度予算

暫定実績 金額 備考
参加費
会費 521,000 600,000 2019年予算通り
カンパ 535,000 400,000 2020年予算通り
雑収入 12
経常収入計 1,056,012 1,000,000 2019年予算通り
発送配達費 144,851 120,000 注1
給料手当 240,000 240,000 2019年予算通り
事務所賃貸料 120,000 60,000 注2
振込料 17,777 20,000 振込手数料値上げ
事務費 38,991 20,000 注3
旅費交通費 0 0 注4
通信費 3,925 10,000 2019年予算通り
雑費 1,410 7,000 2019年予算通り
広報費 100,443 140,000 ウエブ管理費+注5
活動支援費 424,376 626,000 注6
会場費 0 20,000 2019年予算通り
講師費用 0 40,000 2019年予算通り
経常支出計 1,091,773 1,303,000
当期経常収支過不足 -35,761 -303,000
前期繰越剰余 329,115 293,354
今期経常繰越剰余金 293,354 -9,646
特別収支
前記残高 1,577,310 1,337,310
今期支出 240,000 240,000 注7
特別収支残高 1,337,310 1,097,310
未払金 119,640

残高合計（22+26） 1,750,304 1,087,664

7

大畑レンタ・カー20,000ｘ12、旅費交通費より振替50,000
　　家賃値下げ60,000とシステム使用料36,000を沖縄支援費に積上げ
注7：沖縄支援費へ支出(大畑氏活動費)

注4：活動支援費・沖縄支援費へ振替（大畑使用交通諸経費）

            NPJ　2020年予算

注2：事務所賃貸料値下げ。月額10,000→5,000円
注3：会計システム使用料（3,000/月）削減。➝事務局が会計担当

注5：NP活動の翻訳（予算90,000円）を実施
注6．NARPI支援費30,000、NP支援60,000、地域活動支援50,000、

沖縄支援費340,000（大畑航空費・沖縄-東京25,000ｘ4）

注1：発送費11,000Ⅹ4、印刷費20,000ｘ4,印刷:ボラセンに変更予定
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2019 年度決算、2020 年度予算 

についてのご説明   

理事 大橋 祐治           

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１．収入： 

 

（１）会費：2019 年度は予算未達となりま

した。新型コロナウイルスの影響があった

と思います。2020 年度も 2019 年度と同額

を予算化しました。宜しくお願い致します。 

 

（２）カンパ：毎年、予算以上のカンパを

頂いておりますが、昨年も大口のカンパの

おかげで 3 月初の段階で予算を達成、最終

的には会費の未達をうめてNPJ全体の収入

は予算を達成することが出来ました。しま

した。皆様のご理解ご協力に心からの感謝

です。2020 年度も前年予算と同額を予算化

しました。2019 年度に鑑み宜しくお願い致

します。 

 

２．支出 （注記以外の補足説明） 

 

大畑共同代表の活動の主体が沖縄に移

り、かつ 12 月末の大畑共同代表の勾留事

件があり、沖縄関連の経費の精算が遅れて

います。今回、2019 年度決算を【暫定】と

させていただきました。確定次第ご報告申

し上げます。 

 

1．活動支援費の主な支出 

 

（１）NP 関連 

NP 支援費：2018 年度から NP のピ-スボ

ンド購入(US＄500)に切り替えています

（NP のウエブサイトから購入します）。

2020 年度も同額（60,000 円）を計上し

ました。 

 

（２）NARPI(ナルピ)への支援 30,000 円 

NARPI（北アジア地域平和構築インスティ

テ ュ ー ト ： Northeast Asia Regional 

Peacebuilding Institute：理事・奥本京

子（大阪女学院大学教員）が日本側代表）

実践的平和トレーニング支援。2019 年度は

南京で開催、2020 年度 10 周年記念行事と

してピースボート船上で実施予定。 

 

（３）地域活動支援費 50,000 円  

地域で開催される非暴力トレーニング、平

和イベントなど地域活動への支援です。

2019 年度はいわき平和のつどい（8 月 25

日）にいわき市在住の鞍田東監事が参加し

沖縄の伊江島での闘いの展示を行いまし

た。費用は鞍田監事持ちでよいとのことで

計上していません。2020 年度も前年どおり

予算化しました。是非地域での活動にご活

用ください。 

 

（４）沖縄支援費   

 平和憲法維持活動、沖縄基地問題は非武

装平和活動そのものであります。したがっ

てNPIの政治的立場を取らない基本方針を

尊重しつつも、沖縄軍事基地増設に対する

反対運動により力を入れます。2019 年度の

沖縄支援費は特別収支から240,000円を支

出し合計 580,000 円を予算化しました。

2020 年度は事務所賃貸料の値下げ（10,000
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→5,000/月）と会計システム利用代金の削

減（3,000→0/月）、合計年間 96,000 円の

節減を予定しており、全額を沖縄支援費に

繰り入れました。特別収支からの 240,000

円を加算し、沖縄支援費総計は 676,000 円

となります。  

 

2．広報費の主な支出 

 

2019年度はNP活動翻訳費として90,000円

を予算化しましたが及川会員他のボラン

テアのご協力を頂き支出計上はありませ

んでした。しかし、2020 年度も同額予算化

し NP ウエブサイトの情報翻訳を確実に実

施いたします。 

 

3．2017 年 9 月、2018 年 3 月、2019 年 3

月に続く対話集会の継続   

会場費・講師費用：60,000 円 

「日本の植民地主義と沖縄」（仮題） 

とした対話集会を予定 

 

4. 注記：会計ソフトについては、NPJ 創立

以来決算資料など会計処理の委託先会計

事務所に無償で協力お願いしておりまし

たが、2017 年度から 3,000 円/月の使用料

を支払うこととしました。しかし、沖縄支

援費の増加が予定される一方、ゆうちょダ

イレクトの活用、伝票の取扱量の減少など

で会計処理が簡便化されますので 2020 年

度からは事務局で会計実務を行う事とい

たしました。 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度活動報告/決算と2020年度活動方

針/予算をご報告します。本来なら、3 月

28 日開催予定の非暴力平和隊/日本の定例

総会で議決されるべきものでした。しかし

コロナウィルス感染を避けるため総会が

中止されたため、やむなく 3/21 発信の理

事会メールで賛否を諮る手続きをとり、同

28 日付で承認されたものです。それから約

二か月を経ていますが、改めてのご報告を

いたします。 

 

2020 年度活動方針については、鞍田監事と

君島代表からこのメール理事会に向けて

以下の提案が寄せられました。双方の要旨

を原案に追加しています。 

 

【鞍田提案】 

「日本の方向の選択肢しての『非暴力防衛

の提唱、およびその実行』のための研究」

を行う。 

【君島提案】 

 沖縄における活動、NARPI の活動に対す

る支援からもう一歩踏み込んで、東アジア

の平和問題およびそれと連動している沖

縄の平和問題について、歴史・現状・展望

（我々はどのような方向性をめざすか）を

考える機会持ちたい。（場合によっては東

京でないところで）シンポジウムのような

ものを開催する可能性を追求する。 

2019 年度活動報告、 

2020 年度活動方針 

事務局長 安藤博 
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 テーマとしては、「日本の植民地主義と

沖縄」というようなものが考えられる。 

 沖縄問題は大日本帝国の植民地主義（戦

後のアメリカ帝国に組み込まれた日本の

植民地主義）の問題であり、我々（ヤマト

の人間）がそれを克服することを自覚的に

追求しないと、なかなか展望を切り拓けな

い。 

 琉球独立論を主張しているわけではな

い。東アジアにおける大日本帝国の帝国主

義・植民地主義の克服という巨大な課題が

「通奏低音」「執拗低音」として鳴り続け

ていると痛感している。この点を可視化し

続けなければと思う。 

 

【2020 年度活動方針】 

      理事・事務局長 安藤博 

 

・新型コロナウイルス・ショックが世界を

覆う状況になっているが、非暴力平和活動

に必要な国内/国際間の連絡/連携に支障

がないよう力を尽くす。 

特に各種の事務連絡や定例の理事会等

については、他の多くの団体が「密着/密

集」を避けるために行っているようにイン

ターネットを利用したテレビ会議（Zoom 等）

の活用を考える。コロナ下並びにコロナ後

の「ニューノーマル(新常態)」に NPJ とし

ても順応していかねばならない。 

・2019 年度に続き、沖縄（辺野古、高江）

の軍事基地建設反対の闘いに対する支援

にさらに力を入れる。日本政府は 2020 年 6

月 12 日、4 月７日以来中断していた名護市

辺野古の新基地建設工事を再開した。6 月

７日に投開票された沖縄県議選の直後で

ある。工事関係者にコロナ感染者が出たた

めの工事中断だったが、2 か月近くの長期

となったのは、県議選をやり過ごすためで

あったと言えよう。翁長雄志前知事、玉城

デニー知事の当選、衆/参の国会議員選挙、

県民投票、そして 2020 年 6 月県議選の全

てを通じて示された「新基地建設反対」の

県民意思をことごとく無視する工事再開

である。現地で抗議行動のリーダーを務め

る大畑豊/共同代表は、さらに困難な状況

に追い込まれている。こうした状況を考慮

し、団体の事務費/管理費（事務所家賃等）

の節減等で浮いた資金を、大畑代表の沖縄

での行動を支援する経費に充てることと

する。 

・非暴力平和隊本隊（NP）の国際平和活動

に対する支援（「NPJ 収入の 10％を目途と

する資金」）を、引き続き行う。 

・東北アジア地域の平和構築を目指して平

和実践トレーニングを行っているNARPIへ

の資金支援も、前年度と同様に行う。 

・日本の選択肢としての「非暴力防衛の提

唱、およびその実行」につき研究を行う。 

・沖縄における活動、NARPI の活動に対す

る支援からもう一歩踏み込んで、東アジア

の平和問題およびそれと連動している沖

縄の平和問題について、歴史・現状・展望

（我々はどのような方向性をめざすか）を

考える機会を持つ。（場合によっては東京

でないところで）「日本の植民地主義と沖

縄」というようなテーマでシンポジウムを

開催する可能性を追求する。  
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＜NARPI（東北アジア地域平和構築

インスティテュート、ナルピ）2020

年度計画＞ 

理事 奥本京子 

ナルピ 運営委員会副委員長 

 

NPJ の皆さんにいつもご支援いただいてい

るナルピの 2020 年度の計画につき、感謝

しつつ報告いたします。 

 

まず、私が運営委員長を務めた 3年間 X2期

＝6 年は、2019 年末を迎え終了しました。

リーダーシップは交代するのが健全と考

えて 1 期だけお引き受けするつもりが、6

年間やってしまったのですが、2020 年 1 月

からは、札幌の片野淳彦さんが務めて下さ

ることになりました。加えて、副委員長ポ

ストを正式に設け、コリアのキム・ホンソ

クさん、そして私の 2 人が務めることにな

りました。コリアの事務局長は、引き続き

イ・ジェヨンが務めます。NPJ のみなさん、

どうぞ、これからもよろしくお願いいたし

ます！ 

 

この夏は、新型コロナ感染症の影響により

不安定要素ばかりですが、ナルピとしては、

神戸港から出発するピースボート船内で

行われる予定です。これを決行するかどう

か、できるかどうか、は、運営委員会で 5

月のうちに判断したいと考えています。 

 

そこでは、今回は通常の平和の実践トレー

ニングの開催ではなく、ナルピ 10 周年を

記念して、今後の 10 年をどう計画してい

くかの Strategic meeting を中心に実施し

たいと願っています。まず、2 泊 3 日で神

戸において運営会議を開催した後に乗船

して、数日間、運営委員会メンバーに加え

て、複数回リピートしている参加者やファ

シリテーターを何名か迎えて、全体で 30～

40 人ほどの会合となる予定です。 

 

ただ、8 月のピースボートクルーズがキャ

ンセルされる可能性もあり、その場合は、

神戸あるいはコリアにて開催の可能性を

模索します。またそれもかなわない場合は、

規模を縮小して運営委員会だけで、オンラ

イン会議の形で実行するしかないかもし

れない、と今は考えていまるところです。 

 

どちらにしても、新型コロナについて予断

を許さない状況の中、peacebuilding（平和

のしごと）に、今何が求められているのか、

何ができるのかを、よくよく再考する時期

であることは間違いなさそうです。短期・

中期・長期的な視野を持って、東北アジア

のメンバーとして働きかけていこうとす

る小さな一つのネットワークを、より活性

化していくことは重要だろうと考えてお

ります。これからもどうぞご支援ください

ますよう、お願いいたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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非暴力トレーニング 
ワークショップ報告 

        

日本知和会 飯高京子 
 

2020 年 2 月 1 日、チャック・エッサー氏

の 8 年ぶり来日を機に日本友和会は非暴力

平和隊・日本と共催で一日ワークショップ

を開催しました。大橋祐治氏の報告（本誌

74 号）にあるように、チャックさんは早稲

田大学留学中にベ平連活動を通し、非暴力

平和隊・日本の共同代表阿木幸男氏と知り

合い、後に大畑豊氏をフィラデルフィア・

ライフセンターでの研修に受入れました。

氏はわが国初の非暴力トレーニングを紹

介し、あのポーランド無血革命実現を背後

で支え、世界各地の傷口を癒やしている人

です。 

大畑氏は 8 年前のワークショップでコーデ

ィネーターを勤め、今回も同じ役割をお願

いしましたが、昨年末、高江の米軍オスプ

レイ訓練基地へ不法侵入嫌疑で逮捕勾留

されました。大畑氏は全国からの抗議で仮

釈放され、無事ワークショップに参加でき

ました。帰沖後の 2 月 19 日に再逮捕。2 日

後「接触制限」で釈放されたものの、当局

により辺野古埋立て阻止運動の指導的役

割を封じられています。 

私はチャック氏の 8 年前のワークショップ

に参加しただけです。今回大畑氏と一緒に

開催準備中、彼が突然逮捕されたことを知

らされ驚き、不安でした。何故なら世界各

地をまわって指導中のチャック氏からは

ワークショップ内容の具体的情報が届か

ず、大畑氏とは連絡が取れなかったからで

す。来日前、チャック氏はウガンダ内紛で

家族や友人が虐殺され、何回も強姦された

女性らの立ち直りを支援し、その後の再訪

問をしました。彼女らは、現在孤児 3 百名

を養子として世話するホームや児童生徒

数が千名の学校を運営しており、感動の再

会だったようです。また、オーストラリア

では自分たちの土地を追われた先住民の

キャンプ生活を訪問し彼らを励ますなど、

広範囲の課題に取組み、非常に多忙です。

彼の妻も地球を環境破壊から守る NPO を

彼と共に設立し、積極的な活動を続けてい

ます。 

今回、ワークショップに参加したフレンド

国際ワークキャンプ（FIWC）後援会会長で、

日本友和会理事でもある佐藤豊氏の記録

や感想を参考に以下を報告します。当日の

参加者は、新入や卒業を控えた学生 5 名、

壮年から高齢者までの社会人 16 名、講師

1、計 22 名が港区三田のキリスト友会会堂

に集いました。 

 

 午前中 2 時間のテーマは「体験の共有」

でした。2 人 1 組となり、自分がやってき

たこと、その中で良かった体験などを話し

合い、自己紹介を兼ねて発表しました。和

やかな雰囲気の中、学生ボランティア、沖

縄での反戦平和活動、カジノ反対運動、反

ヘイトスピーチ運動、憲法 9条を守る活動、

障害児も含め音楽を教える活動、認知症の

夫の介護をしていること、元自衛官の体験

など、多彩な背景の参加者がお互いに親し

くなりました。次にそうした体験の積み重
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ねを一歩進め、自分が理想とする社会はど

んな社会か、それが実現する 5 年前、10 年

前に何をするかを書くように提示されま

した。現実の対応に追われている現状から、

夢があり、ビジョンがある理想社会への活

動の展望を問われたのです。参加者の描い

た理想社会は、やはり平和で争いがなく、

豊かで差別のない、民主主義の徹底した、

優しさにあふれた社会でした。社会活動を

している中高年層は、5 年前、10 年前に本

来は何をすべきだったかを夢として語る

発想法に慣れていないため、戸惑いも見ら

れました。その反面、学生の中には「10 年

前に理想を語った自書がベストセラーに

なり、5 年前にはその考えが社会の主流に

なり、総理大臣になっている」と書いた人

もいました。小グループによる世代を超え、

考え方を超えた交流、話し合いがこのトレ

ーニングの魅力であり、収穫でもありまし

た。 

 

昼食の休み時間には、大畑氏が米軍基地建

設反対活動中に不当逮捕されるに至った

状況，憲法に優先されている日米地位協定

の問題点などを報告しました。午後のセッ

ションでは、そうした大畑氏の体験も参考

に、自分の生命を守り、マスメディアなど

に伝え、逮捕されてもくじけず、怒りをも

っていてもそれを乗り越えるための方策

が話しあいのテーマになりました。その中

で最も大切な基本は非暴力であるとチャ

ック氏は力説し、キング牧師らと共に市民

権運動、反戦、反核、社会正義の実現をも

たらそうとした平和活動家、ビル・モイヤ

－（Bill Moyer、1933－2002）の提唱した

「非暴力による社会改革運動論」を紹介し

ました。チャック氏は彼の理論を参考に、

参加者各自の平和活動取り組みについて

客観的に分析するよう求めました。（モイ

ヤ－の運動論の和文解説は、佐藤潤一（グ

リーンピース事務局長）2019、マガジン 9：

http://www.magazine9.jp/が具体的でわか

りやすいです）。 

厳しい体験をふりかえり、モイヤ－は指摘

します。社会問題を改革しようとする運動

は、当初ごくわずかの仲間によって始めら

れる。彼らの問題意識を社会へ訴える努力

の結果、ようやく多数の市民に認められる

と、この運動を潰そうとして権力者はデマ

を流し、妨害するようになる。しかしこの

段階で挫折して運動から離れたりするこ

となく、仲間同士互いを批判して分裂せず

励ましあい、目標にむかって取り組むこと

が大切である、と。 

 

チャック氏はモイヤーの運動論を紹介し、

私たちが社会改革をめざす際、あくまで非

暴力精神を貫くこと。暴力的な（物理的で

なくても言葉の暴力、無視など）相手に対

し、非暴力的態度で接し、問題解決方法を

探る。それには問題を徹底的に調べて解決

への糸口を発見し、根気よく働きかける取

組みが必要だと強調しました。この運動論

の実践例として、チャック氏は数年前に行

われたフィラデルフィアの市民グループ

の活動を紹介しました。 
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市民有志は、ある大銀行が環境破壊をもたらす

火力発電所へ融資していることをつきとめ、銀

行経営陣に対し火力ではなく、自然再生エネル

ギー発電企業へ融資をするよう要請した。しか

し銀行は市民らの要請に応じなかったので、市

民らは全国の有志へ呼びかけ、その銀行の株主

になろうと呼びかけた。その結果、銀行の株主

総会で融資先の変更を迫ることが出来る「株主」

数が集まった。銀行側は株主総会で経営方針の

変更を迫られることを警戒し、急遽、株主総会

の開催地を合衆国南部３５０マイル離れたマ

イアミへ変更した。 

市民グループは銀行経営陣の動きを知り、フィ

ラデルフィアからマイアミまでの遠距離を何

日もかけ、80 歳代を先頭に若者や子供たちも加

わって歩き始めた。その道中、同じ銀行の支店

を一つずつ訪ねて説明し、この銀行の融資先変

更への理解を求めた。マイアミへ向けて行進す

るグループの参加者は１万人を超えただけで

なく、現地のマイアミでは５千名の市民が集ま

って北から行進してきた仲間を迎えた。銀行経

営陣は市民グループの粘り強い運動に抵抗で

きなくなり、融資先を自然再生エネルギー企業

へ変更することを認めた。  

さらに、市民グループは次の課題も解決した。

フィラデルフィア市内では白人たちが郊外へ

移動し、増加するアフリカ系米国人（黒人）の

大半は失業中だった。スラム化した街を改善す

るため、市民グループは市議会に働きかけ、市

内の電力を太陽光発電へ転換する工事をアフ

リカ系米国市民の労働組合が請け負うよう交

渉して彼らの仕事を確保した。このように、フ

ィラデルフィアの市民有志が始めた運動は、市

全体の電力を火力から太陽光発電へ転換し、失

業中のアフリカ系米国市民の職を提供した。

（この実践例をチャック氏が語ったのは、2 月

1 日の夕方、全体のワークショップ終了後、残

った有志が追加質問をした場面と、翌日曜午後、

友会会員との話しあいの場であったが、身近な

実践例なので紹介した。） 

 

モイヤーらの社会改革運動が始まってか

ら半世紀以上が経過したにもかかわらず、

米国内にまだ根強い人種偏見が残ってお

り、米国友和会会員や、その会から派生し

て非暴力平和隊を創設したメル・ダンカン

氏らの地道な働きは、国内外に続けられて

います （メル・ダンカン、君島東彦，2016，

ピースキーパー；NGO 非暴力平和隊の挑

戦、非暴力平和隊・日本、阿吽社）。 

 

ワークショップの午後後半は、自分自身を

どうサポートすべきかを 3 人 1 組で自分の

挫折体験を話しあいました。チャック氏も

ベトナム反戦活動を始めた時、一家から疎

外された体験を語り、活動家がそうした体

験やつらさを共有し、互いから学びあうこ

との大切さを強調しました。チャック氏は

人の命を大切にする基本にたち、人種や宗

教による差別をせず、環境破壊阻止の反

核・再生エネルギ―推進運動にも積極的に

かかわっています。彼の活動エネルギーの

源は、クエーカー（友会教徒）としての信

仰に根差しています。生命の創造主が人間

ひとりびとりに与えておられる「内なる光」

を信じ、「生命の造り主との対話」、すなわ

ち「聴く」姿勢に見られます。ワークショ

ップの進行中、彼は一定時間が経過すると
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沖縄報告 

共同代表 大畑 豊 

 

戦後 75 年を迎え、そして 5 月の憲法記念

日が今年もまためぐってくる中、戦後一度

も平和憲法が沖縄に適用されたがことが

ない、ということを示す事態が今も沖縄で

進行しています。  

 

新型コロナ、抗議にも影響 

沖縄県でも新型コロナウイルスの影響は

甚大であり、デニー知事も４月 20 日に県

独自の緊急事態宣言を出しました。新型コ

ロナが流行りだしたころから、ゲート前の

座り込みの密集状態や、マスクもなしに何

十人も立ち並び大声を上げる本土の警備

会社の警備員、そして排除のときの機動隊

員との接触が「濃厚接触」になると、市民

らも危惧をしていました。持つプラカード

にも「コロナ終息まで工事中止を！」との

訴えもありました。特にこの警備員たちは

全員「本土」からであり、この 4 月から移

動してきたと思われる新人も多いので、新

型コロナがもちこまれていないか心配で

した。 

 

行動への参加者はマスク着用、座り込みの

際には距離を保ち、排除に来た機動隊員に

接触する前に自ら移動するなどのルール

をつくり抗議行動を続けていました。しか

し 4 月 12 日に名護市で初の感染者が出た

こともあり、参加者から感染者、あるいは

クラスターが発生した場合は抗議行動を

維持できなくなるとの判断から、4 月 15 日

から連休明けまで抗議行動を休止するこ

とを「オール沖縄会議」が決め、その後 4

月末には5月いっぱいまで行動を中止する

ことを決めました。 

 

【塩川港 警備員が市民からの抗議受け、 

 コロナ対策で両手を広げて距離を取る】 

 

なお、この警備会社は官庁など公共施設や

工事現場の警備を担っていますが、働く警

備員からも、会社からマスクの着用を禁止

され、新型コロナ感染が心配との相談が寄

せられており、社外のユニオンが改善を申

し入れをしていますが、拒絶されています。 

 

作業員にも感染者、工事中断 

 

【塩川港での阻止行動】 

国交省が新型コロナ拡大感染防止のため、

国直轄の工事の一時中止を2月に発表しま
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したが、その後も新基地の工事は続けられ

ました。市民は、不要不急の新基地建設も

中止し、コロナ対策に費用をまわせ、と現

場でも訴え、沖縄防衛局にも要請に行きま

したが、聞き入れられることはありません

でした。 

国会でもゲート前の状況を危惧し、工事を

止める判断を促す質問がありましたが河

野防衛相は「一日も早い普天間の危険性除

去」と答え、コロナ感染を意に介すること

はありませんでした。 

 

【塩川港沖で土砂の積み替え作業】 

 

これだけ多くの作業員が出入りする中、感

染者が出ないわけはない、と考えていまし

たが、実際 4 月 16 日には辺野古新基地工

事に携わる作業員から感染者が出たこと

が判明しました。17 日にはシュワブでの工

事は休止されたものの、安和桟橋、塩川港

での船への積み込みは行なわれていまし

た。河野防衛相は当初工事を進める考えを

示していましたが 20 日、一転してすべて

の作業の中断を決めました。 

 

米兵にも感染者 

一方、米軍嘉手納基地でも 3 月 28 日感染

者が 3 人出たことが判明。海外から戻った 

米兵とその家族ですが、詳細は明らかにさ

れていません。この件のみならず、米軍は

基地内の感染者に関して詳細を非公開に

する方針を公表しましたが、多くの県民が

仕事等で基地内外を行き来し、また米兵も

基地周辺施設の利用などをするので、近辺

住民はじめ県民を感染リスクから守るた

めには、米軍関係者の感染についての情報

を非公開とすることは、ことあるごとに

「良き隣人」と言っている米軍がとるべき

態度ではありません。 

また在日米軍は公衆衛生上の非常事態宣

言を関東地方の基地を対象に 4月 6日に発

令していましたが、4 月 15 日、日本全土に

拡大しました。世界各地の米軍基地でも感

染が確認されています。米軍関係者の感染

者の総数は 4 月 24 日時点で 8186 人、うち

死者数は 26 人 となり、初めて死者が確認

された 3月 23 日から 1ヶ月で 33 倍に急増

していることがわかりました。横須賀に停

泊中の原子力空母ロナルド・レーガンを含

む米海軍全体では、26 隻もの艦船で確認さ

れています。 

米軍は日米地位協定により、出入国審査を

受けずに、米軍基地内から自由に日本国内

へは出入りできるため、水際対策がとれま

せん。沖縄弁護士会は、米軍基地内の感染

者に関する情報公開に応じない日米両政

府の姿勢に対し、「基地別や部隊別の感染

者数や感染状況の公表を拒否しているこ

とについて厳重に抗議する」とする会長声

明を発表しました。 
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辺野古 設計変更を申請 

緊急事態下での暴挙 

玉城デニー知事は、県民に生活の維持に必

要な場合を除き、外出の自粛を要請する「5

分の 1 アクション」として、県職員の半数

を在宅勤務、知事の給与 1 年間３割削減な

ど、県を挙げての感染拡大防止に取り組む

県独自の緊急事態宣言を 4 月 20 日に発表

しました。 

その翌朝、なんと政府は、辺野古新基地の

軟弱地盤改良工事を伴う設計変更を県に

申請しました。国も緊急事態宣言の対象を

4 月 16 日に全都道府県に広げており、「現

下の状況を全く理解していない」とデニー

知事は批判。「国、県は新型コロナ対策に主

眼を置くべきだ。（政府の）姿勢に疑問を呈

さざるを得ない」「県が求める対話に応じ

ることなく、埋め立て工事の手続きを一方

的に進めることは到底納得できない」と憤

りをあらわにしました。 

緊急事態といえば、コロナのみならず、4 月

10 日には米軍普天間飛行場から、発がん性

が指摘される有機フッ素化合物の PFOS を

含む泡消火剤が 14 万リットル（ドラム缶

720 本）もの量が周辺地に漏れ出すという、

大事件がありました。漏れた消火剤の泡の

塊が園児たちの頭上にも強風にあおられ

降ってきました。しかし米軍は基地外の除

去作業をせず、宜野湾市の消防署員がする

しかありませんでした。この対応にも県は

翻弄されているさなかでの申請です。 

 

内容もデタラメ 

河野防衛相は識者の議論を踏まえた、と言

いますが、検討しない「技術検討会」、監視

しない「環境監視等委員会」は政府の言っ

ていることをただ追認する、「お墨付け」を

与えるだけの機関であることは誰もが認

めるところです。地質学の有志専門家チー

ム「沖縄辺野古調査団」（代表・立石雅昭新

潟大学名誉教授）が、防衛省の調査データ

からも疑問がもたれている、活断層、地盤

強度や護岸の安定性設計など7項目につい

て検討会に対し 質問状を出し、再調査の

必要があると、主張して来ました。しかし

これに対しても不十分な回答しか出さず、

調査の必要性を否定しました。このときも、

新たな調査はしない、との閣議決定がなさ

れた翌日に検討会が開かれており、結論あ

りき、ということが如実に現れています。 

また、20 箇所の資料ミスがあったことが発

覚しましたが、それまで 5 回開催された検

討会のうち 4 回にわたりミスがあり、これ

らのミスについて検討会で指摘されこと

はなかったということで、検討会の審議の

ずさんさを物語っています。さらには検討

会の８人の委員うち２人が受注業者の社

内検討委員として報酬を受けていたこと

も判明。以前には３委員が受注業者から計

570 万円の資金提供を受けていたことこと

も発覚しており、公正な審査は期待できま

せん。立石氏は、科学的なデータが不足し

たまま工事をすれば、護岸が崩壊する可能

性もあり、工事は破綻、ただ大浦湾の生態

系を破壊する結果しか残さない、と厳しく

批判します。 

工事が破綻すれば、もちろん普天間飛行場

の返還も遅れ、政府の言う「普天間の危険
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性」が放置されることになります。 

 

県外から県内へと埋め立て用土砂の調達

を切り替えましたが、その調達先も決まっ

ていないし、それゆえそれによる県内環境

へのダメージも検討されていません。また

護岸を作らずに土砂を海中に直接投入す

る工法に変えましたが、そのことによる汚

濁への対処も示されていません。それにも

かかわらず環境に及ぼす影響は「当初計画

と同程度」と環境監視等委員会はし、環境

アセスメントも「やり直す必要はない」と

いう無責任さです。今年 4 月 13 日に出た

住民訴訟（後述）の那覇地裁判決でも、設

計の変更につき「改めて環境影響評価が実

施されるべき」としています。法治国家と

いうのであればこれに従うべきです。 

 

6 工事打ち切り、工事費増大 

護岸６工事が途中で打ち切られていたこ

とがわかりました。うち５工事は本体工事

が未着手で何もできないまま打ち切られ

たことになりますが、その工事のために総

額 303 億円もの支払いがなされました。 

 

【工事中断でフロートを撤去、K８護岸】 

 

まさに無駄遣いです。その６件はいずれも

大浦湾側で、軟弱地盤が判明した影響で護

岸工事を先送りせざるを得ないためです。

県民が反対するなかで工事を強行するか

と思えば、都合が悪くなるとコッソリ取り

やめる、姑息としかいいようがありません。

また現在埋め立て工事が行われている辺

野古側の工事費用が当初の 259 億円から

317 億円と 58 億円増、工期も 1 年延長され

ました。浅瀬で軟弱地盤もない区域の工事

でも計画通りには進んでおらず、税金を湯

水のように投入しています。 

 

最高裁で敗訴 

沖縄防衛局が行政不服審査法（行審法）に

基いて、県の埋立承認撤回を、国交相に取

り消すよう請求したのは違法であると、県

が訴えていた訴訟で、3 月 26 日に最高裁判

決が出て県が敗訴しました。行政処分に対

する私人の権利救済を目的とした 行審法 

を国の機関も「私人」と同じように使える

としました。これは地方自治の理念を損ね

るとともに「法の支配の崩壊」と識者は厳

しく批判します。一方、この判決の工事そ

のものに与える影響は限定的で、もう一つ

の抗告訴訟の行方の方が重要と言われて

います。県が埋立承認の撤回の適法性と、

適法な撤回を取り消した国交相の採決が

違法であると訴えています。現在係争中で、

もしこれに勝訴すれば工事は止まること

になります。 
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辺野古住民訴訟 入り口突破 

県の訴訟とは別に辺野古住民 15 人が、国

交相の裁決は違法だとして裁決の取り消

しを求めて訴えている裁判で、11 人の原告

については原告適格がないと訴えを却下

しましたが、残り 4 人については原告適格

を認め、審理を進めることになりました。

新基地が出来た場合には米軍機の騒音被

害を受ける可能性や、米軍の定める滑走路

周辺の高さ制限に抵触して航空機事故に

あう恐れがあるとして、4 人は原告として

認定されました。原告にとっては大きな前

進です。裁判所は国側には国交相裁決の違

法性について反論するよう促し、国交相裁

決などに対する判断が期待されます。 

 

宮古島陸自式典・コロナ感染者 

医療体制の貧弱な離島で新型コロナ感染

が起きたらたいへんと、宮古島への渡航自

粛を求める中、200 人もの自衛隊員が参加

し、自衛隊宮古島駐屯地配置記念式典が 4

月 5 日に行われました。宮古地区医師会も

式典の延期を要請していたのですが、島民

の命なんか関係ない、とでも言うかのよう

な暴挙です。そして実際、熊本から宮古島

駐屯地に出張した隊員が離沖後にコロナ

への感染が 4 月 18 日に発覚。7 日には感染

が判明していたのに、防衛省も宮古市長も

発表しませんでした。 

宮古島では住民の反対を押切り駐屯地が

建設され、住民に事実を隠したまま弾薬庫

が作られました。こうした基地機能強化が

逃げ場のない島民にとっては脅威でしか

ありません。 

新滑走路 米軍使用懸念も 

那覇空港第二滑走路が完成し、3 月 26 日か

ら使用が開始されました。同じ「滑走路」

建設事業ということでよく辺野古新基地

と比較されたりします。第二滑走路は 2700

メートル、辺野古は 1800 メートル×２本

との差はありますが、事業費が第二が 2074

億円、新基地はその 4.5 倍の 9300 億円。

工期は第二が 2014 年の埋め立て承認から

6 年で完成し、新基地は 2013 年に承認さ

れ、2030 年以降とされています。また、米

軍普天間飛行場の滑走路が 2800 メートル

なので、新基地の 1800 メートルでは足り

ないということが指摘されており、「緊急

時」には「民間施設を使用」できるように

する、ということが普天間返還の条件にも

なっています。その民間施設というのが那

覇空港第二滑走路ではないか、と言われて

います。県は「米軍による使用は認められ

ない」との姿勢を明らかにしています。 

 

変わらぬ米軍機優先、自衛隊共用 

那覇空港は滑走路が 2 本になり、利便性は

向上するものの、特殊な事情は以前同様つ

きまといます。沖縄上空は米軍機の運行が

優先されるため、嘉手納基地、普天間飛行

場を使う米軍機の飛行航路を避けなくて

はなりません。そのため民間機は空港約 10

キロ手前から高度360メートルという低い

高度を保たなくてはならなく、これは世界

でも類がない高度制限です。さらに、着陸

の管制は機器による方式が世界の主流で

すが、軍に対応するため、日本で唯一、口

頭指示での誘導も行われており、異常接近、
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滑走路への誤進入等によるトラブルなど

が起きています。また自衛隊機とも共同使

用のため、自衛隊機、空自ヘリにからむ事

故も起きています。 

 

続く不発弾 

事故といえば、滑走路完成後の誘導路工事

現場で、4 月 17、23、29 日と米国製不発弾

が続けて発見されています。その度にその

処理のため滑走路は閉鎖となっています。

これら３発は 1944 年 10 月 10 日に米軍に

よって行われた「10・10 空襲」によるもの

である可能性が高いことがわかっていま

す。戦後沖縄は米軍によって占領され、那

覇空港の現場周辺は米軍が整備し、不発弾

処理がほとんど行われておりません。復帰

後、ターミナルビルの建設や、滑走路拡張

などの整備が進められ、これまで 20 回ほ

どの不発弾処理が行われています。振動で

不発弾が爆発した例もあるので、離発着の

振動で爆発する可能性もあり、空港全体の

調査が必要性と専門家は指摘します。不発

弾による事故は復帰前までで 1927 件（死

亡 704 人）、復帰後は 13 件の爆発事故があ

り、6 人が死亡しています。沖縄戦で使用

された爆薬は約 20 トン、そのうち１トン

が不発弾としてのこっているとされ、不発 

弾の処理は今後 70 年かかると言われてい

ます。沖縄の戦後は終わりません。 

 

屈辱の日、辺野古工事３年 

米軍と自衛隊の一体化が進み、与那国、石

垣、宮古、奄美大島は防衛最前線としてミ

サイル基地建設が進んでいます。1952 年 4 

月 28 日はサンフランシスコ講和条約が

発効し、沖縄が「本土」から切り離された

「屈辱の日」として沖縄では記憶されてい

ます。今に至る琉球処分、沖縄差別の源流

となったこの日を県民は忘れません。2013

年にはこの日、安倍晋三首相が「主権回復

の日式典」を催し、沖縄からは強い反発の

声が上がりました。沖縄では毎年集会やデ

モが行われますが今年は新型コロナの影

響でなしです。 

またこれに先立つ 4 月 25 日は辺野古新基

地の護岸工事に着手し、３年が過ぎた日で

す。沖縄平和運動センター山城博治議長は、

新型コロナの影響で抗議行動や大きな集

会を見送らざるを得ず断腸の思いだとし、

「沖縄が圧政にさらされたままでいいの

かと問うべきだ。柔軟に粘り強く闘ってい

きたい」と力強く語りました。ヘリ基地反

対協も緊急事態下での設計変更申請に「非

道極まりない」と声明を出しました。 

 

続く、高江で「刑特法」違反での逮捕   

昨年 12 月 21 日、米軍北部訓練場に正当な

理由なく立ち入ったとして、刑事特別法第

2 条違反容疑で、私を含む 6 人が沖縄県警

によって現行犯逮捕され、逮捕から 10 日

後に処分保留のまま釈放されたことは、前

号でも報告させていただきましたが、その

後も同罪による逮捕が続きました。 

 

今年になって、５人が令状逮捕  

2 月 19 日早朝、昨年 11 月に北部訓練場に

入ったとして私を含む５人を刑特法違反

容疑で令状による通常逮捕をしました。過
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去の同法違反での逮捕は、12 月の件も含め、

現行犯か米軍からの身柄引き渡しによる

もので、通常逮捕は異例です。逮捕時に家

宅捜査も行われ、パソコン、携帯、通帳、

キャッシュカードなどの押収も行われま

した。通帳、キャッシュカードともに押収

された仲間は現金が引き出せず、釈放後の

生活に支障を来しました。また今回も検事

により勾留請求が行われましたが、今回裁

判所は却下し、2 月 22 日夜に全員釈放され

ました。 

ヘリパッド完成後、市民が訓練場内に入っ

て行われている工事の様子を確認したと

きは、民間警備員によって出て行くように

促され、市民らはそのまま出て行って終わ

ってました。12 月のときのように警察が呼

ばれることもなかったし、過去のケースま

で持ち出して逮捕するのはこれまでなか

ったことです。刑特法に詳しい弁護士も、

身柄を拘束する必要があったと思えない、

処罰が必要な事案ではない、とコメントし

ています。  

 

反基地運動への弾圧 

押収令状には、北部訓練場とは関係のない、

普天間飛行場代替施設、自衛隊基地、海上

保安庁に関する資料などとも記載され、単

に刑特法 2 条違反のみならず、反基地運動

に対する弾圧であることがこれからも明

らかといえます。今回逮捕された 5 人は 2

月 25 日～29 日に安和桟橋で取り組まれた

集中行動の関係者でもあり、山城博治・沖

縄平和運動センター議長は「（集中行動の）

関係者を狙い撃ちしたのだろう」「今後新

基地建設の計画変更で抗議行動が勢いづ

くことを恐れた国が、容赦なく市民を抑え

込んだ。決して許さない」と批判しました。

ちなみに去年 10 月の集中行動では安和桟

橋からの埋め立て用土砂の積み込みを１

週間完全に阻止し、大きな成果を出し、今

回２月の行動でも大きな成果を出してい

ます。  

 

ご支援を 

12 月逮捕、2 月逮捕ともまだ処分保留中で

あり、処分はまだ決まっていません。弁護

団が 3 月末に検察に確認したところ、まだ

捜査中とのことだそうです。また２月の釈

放時には 12 月のときにはなかった条件が

ついており、被疑者同士の接触・連絡等が

できず、少なからず不自由な生活を強いら

れています。この条件は処分が決まるまで

続くようで生煮えにされているような感

じです。今後県警が更に強硬な態度に出て

くるのか、予断を許しません。 不起訴。略

式起訴、起訴とあらゆる可能性があり、弁

護団とも充分な態勢と連携をとっていき

たいと思っています。今後とも注目してい

ただき、ご支援いただければ幸甚です。 

 

２月集中行動、また逮捕・救援に関

する報告は同封しました別紙をぜ

ひお読みください。 

 

「刑特法違反疑い 5 人逮捕」の記事は次頁

に掲載しました。 
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非暴力平和隊の理念と活動に賛同・支援してくださる個人および団体を会員として募集 
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* 団体は正会員にはなれません。 ・ 団体   ：１０,０００円（１口） 

■ 郵便振替：00110‐0‐462182 加入者名：ＮＰＪ 

 ＊通信欄に会員の種類を（賛助会員の場合は口数も）ご明記ください。 

■   銀行振込：三井住友銀行 白山支店 普通 6622651 口座名義：ＮＰＪ代表 大畑豊 

＊銀行振込をご利用の場合は、お手数ですが電話･ファックス･メールのいずれかを 

通じて入会希望の旨、ＮＰＪ事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。 

■ ウェブサイトからのお申込み：http://np-japan.org/4_todo/todo.htm#member 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ジョージ・フロイドさんの事件の場所は NP アメリカ本部の直ぐ近くだそうです（NP のウェブサイトに

adjacent to our US headquarters と書かれています）。1 市民の死がこれほど大きな人種格

差抗議の世界的広がり、政治への影響力を見せると誰が予想したでしょうか。 STANDING FOR 

PEACE,NOT JUST QUIET マザー・テレサの言葉、「愛の反対は憎しみではなく無関心です」が

思い起こされます。 

◇ニューズレターは 5 月下旬に発行を予定し 5 月 20 日が原稿締切でした。ボランテイアセンターの

閉鎖、沖縄―東京間のフライトの運休による大畑共同代表の上京の遅れなどにより実際の印刷・

発送作業はほぼ 1 ヵ月遅れとなりました。その間の情勢変化や大きな出来事への言及に触れられ

なかった点ご了承ください。  

◇5 月 25 日に全国の緊急事態宣言が解除され、東京都も休業要請緩和ロードマップのステップ

3 の段階に進みましたが、今後は第 2 波第 3 波への対応が最大の関心事です。どうしても納得が

いかないのは日本の感染者数と死者数の相対的な少なさです。医療崩壊の崖っぷちから逃れられ

たのはなぜか。欧米は多数の犠牲者を出しながらも検査体制を含め医療体制をがむしゃらに立上げ

ています。日本で感染者がもう少し多かったら対応できたのであろうかと思うと恐ろしい気がします。日

本は確かに危機を先延ばしすることはできました。しかし問題はこの秋にも来襲すると予測される 2

次 3 次です。政府の機能不全、国民の信頼失墜が明らかとなりました。政府主導ではなく市民主

導による国民の一致団結が求められる時が来たと実感できるのではないでしょうか。      (O) 




